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24時間以内にあったいいことを
考えてみよう！

・お名前
・所属
・24時間以内にあったいいこと



ワクワクすると記憶力がよくなる

ワクワクすると
扁桃体が反応
（感情記憶）

海馬（短期記憶）
が活性し、記憶の
引き出しが円滑に



特別なサポートが必要な家族
• 子ども虐待 ・ＤＶ

• 子どもが障がい児（発達障がい、身体障がい……）
• きょうだいに障がい児がいる
• 医療的ケア児（在宅約2万人／令和3年厚生労働省）
• アトピー、アレルギーなど重症疾患
• ダブルケア（子育てと介護の同時進行）
• ヤングケアラー
• 貧困 ・親がうつなどの精神疾患を抱えている

• 一人親 ・多胎児

• 外国籍（親の一方または両方）
• ステップファミリー（子連れ再婚など血縁のない親子・きょうだい）
• 里親（親族里親…）
• 親との確執（サポートが受けられない、受けたくない） など
養育者がストレスを抱えると、子どもがストレスのはけ口に



しつけと虐待は違います。
子どもが耐え難い苦痛を感じれば、それは虐待です。

保護者が子どものためだと考えていても、
過剰な教育や厳しいしつけによって、
子どもの心や体の発達が阻害されるほどであれば、
あくまで子どもの側に立って判断し、
虐待と捉えるべきでしょう。

「子ども虐待」とは？
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以下の状況になったとき、あなたは？

• 自分が叩かれたとき

• 知らない人が叩かれているのを見たとき

• 大好きな人（パートナー、恋人、親友）が、他
の人から叩かれているのを見たとき

• 自分の３倍の大きさの巨人が、自分の３倍
の手で叩いてきたとき
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なぜ叩いたり怒鳴ったりは
いけないのか

•恐怖や不安による支配
•問題の解決方法を教えていない
•子どもに暴力の使用を教える
•取り返しのつかない事故になることも



“親の体罰禁止”明記へ
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2019年6月19日可決成立！
2020年4月1日施行

日テレニュース20190227

時事通信20190619



+「体罰等の禁止」ガイドライン
•「すべての人」「体罰等」「暴言も含む」
•「どんなに軽いものでも」と明記
•親を追い詰めるのではなく、社会全体で子育てし
ていこうという意思表示

法律の施行を踏まえ、子どもの権利が守られる体罰の
ない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を
変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も
含めて社会全体で取り組んでいかなくてはなりません。

「体罰等によらない子育てのために～みんなで育児を支える社会に～」より



日本も世界で59カ国目の「体罰全面
禁止国」承認！（2020年2月20日）



こども家庭庁設置法案＆
こども基本法2022年6月15日可決成立！

2023年4月スタート

13朝日新聞20220615

2022年6月10日
「こども基本法の成立を求めるプロジェクト」
記者会見
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こども家庭庁法【趣旨】

こども（心身の発達の過程にある者をいう。以
下同じ。）が自立した個人としてひとしく健やか
に成長することのできる社会の実現に向け、子
育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつ
つ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その
意見を尊重し、その最善の利益を優先して考
慮することを基本とし、

15

年齢の上限を
定めていない



こども及びこどものある家庭の福祉の増進及
び保健の向上その他のこどもの健やかな成長
及びこどものある家庭における子育てに対する
支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する
事務を行うとともに、当該任務に関連する特定
の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助け
ることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の
外局として設置することとし、その所掌事務及
び組織に関する事項を定める。
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こども基本法
-基本理念の抜粋-

「全てのこどもについて」←条文の冒頭
• 個人として尊重されること
• 差別的取り扱いを受けることがないようにす
ること

• 年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明
する機会は保証されること

• 多様な社会的活動に参画する機会が保証
• 意見の尊重、最善の利益が優先して考慮さ
れること 18
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「子どもの権利条約」
４つの柱

「子どもの権利条約は大きく分けて、次の４つの権利を守るように定められて
います。そして、子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。

1989年の国連総会
で採択、1990年に発
効。日本は1994年に
批准。（ユニセフHPより）



「子どもの権利条約」４つの原則

＜差別の禁止＞（差別のないこと）

• すべての子どもは、子ども自身や親の人種
や国籍、性、意見、障がい、経済状況などど
んな理由でも差別されず、条約の定めるす
べての権利が保障されます。

＜生命、生存及び発達に対する権利＞（命を
守られ成長できること）

• すべての子どもの命が守られ、もって生まれ
た能力を十分に伸ばして成長できるよう、医
療、教育、生活への支援などを受けることが
保障されます。 20ユニセフHPより

1989年の国連総会で採択、1990年に発効。日本は1994年に批准。



「子どもの権利条約」４つの原則

＜子どもの意見の尊重＞（意見を表明し参加で
きること）

• 子どもは自分に関係のある事柄について自由
に意見を表すことができ、おとなはその意見を
子どもの発達に応じて十分に考慮します。

＜子どもの最善の利益＞（子どもにとって最もよ
いこと）

• 子どもに関することが決められ、行われる時
は、「その子どもにとって最もよいことは何か」
を第一に考えます。

21ユニセフHPより



「子どもの権利条約」４つの原則

• 条約の基本的な考え方は、４つの原則で表さ
れます。

• それぞれ、条文に書かれている権利であると
ともに、あらゆる子どもの権利の実現を考え
る時に合わせて考えることが大切です。

• 4つの原則は、「こども基本法」（2023年4月施
行）にも取り入れられています。
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日本ユニセフ協会HPより一部編集

今紹介した



子どもの権利について考えよう
学校、遊び、進路、親子関係…

• 権利が守られている • 権利が守られていない



【ディスカッション】
子どもの権利が守られていないことに
はどんなものがあるでしょうか？
子どもの権利が守られている場面は？



以下の状況になったとき、あなたは？

• 自分が叩かれたとき

• 知らない人が叩かれているのを見たとき

• 大好きな人（パートナー、恋人、親友）が、他
の人から叩かれているのを見たとき

• 自分の３倍の大きさの巨人が、自分の３倍
の手で叩いてきたとき
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子どもの権利条約第12条
意見を表す権利

• 子どもは、自分に関係のあることについて自由に
自分の意見を表す権利をもっています。

• その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん
考慮されなければなりません。

日本ユニセフ協会HP「子どもと先生の広場」

• 原文では、「opinions」ではなく「view」という言葉
が使われています。日本語に訳すと「意見を言う」
というより、「見方」という意味があります。
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【ディスカッション】
子どもが意見を言えるために何が必要か？

• 場所・環境は？

• 聞く人が心がけることは？

• 言葉がしゃべれない、今は言いたくない時は？
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自己肯定感が育つのは？

＜自分が行動しようとした時に、
否定される、馬鹿にされる、罰
を与えられることを恐れた時＞

・いらだち、怒り、恨み

・不安・怖い

・自信を失う

・受け入れられていない

・自分はダメな子だ

・自分を大切に思えない

・自尊感情が育まれない

＜認められたとき＞

・安心・安全

・親や保護者との信頼関係、結
びつきがより強くなる

・自信をつける

・もっと新しいことに挑戦した
い！

・自立した個人として、尊敬され
ることを感じる

・他者に対して、優しくなれる

・自尊感情の芽生え
28



子どもアドボカシーの６原則
◆子ども主導：４つの理念である「セルフアドボカ
シー」と「子どもは権利行使主体」に立って、子ど
もがアドボカシーを導いていくこと。

◆エンパワメント：子どもがアドボカシーできるよう
、子どもの力を発見し、その力を使って自分で話
をするのを助けること。

◆秘密を守る：プライバシーを常に尊重し、子ども
の同意なしに他に漏らさないこと。ただし子ども自
身や他の人に重大な害が及ぶことを防ぐため、ま
た裁判所が命じた場合は秘密を伝えることがある
と子どもにきちんと伝えること。 29



◆独立性：子どもアドボカシーをするアドボケイト
が、全ての利害関係から自由であること、それを
子どもがちゃんと信じることができるようにするこ
と。

◆機会の平等：性別、人種、宗教、文化、年齢、
民族、言語、障がい、セクシャリティを理由によっ
てアドボカシーが妨げられないようにすること。

◆子どもの参加：アドボカシー活動のすべての段
階に子どもたちが参加することで、子どもアドボ
カシーがより効果的になること。
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「自国はこどもを生み育てやすい国だと思うか」
生み育てやすいと思わないと回答した
割合が61.1％

令和２年度少子化社会に関する国際意識調査（2021（令和３）年３月内閣府）



32こども家庭庁「幼児期までのこどもの育ち部会」で策定した
「はじめの100か月の育ちビジョン」
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『はじめの100か月 』は、生涯にわたるウェルビーイング（身体・心・環境（社会）の面
での幸せ）の向上に繋がっていく、特に大切な時期です
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こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

こどもや子育てに直接関わりがある人も、ない人も、
全ての人がこどもの育ちにとって大切な役割を担っています。





「子どもの欲求」は下から積み重なっていく

生理的欲求

安全欲求

社会的欲求

承認（自我）欲求

寝たい、食べたい、飲みたい、トイレ

安心、安定、守って欲しい

遊びたい、一緒にいたい、友達

1等賞をとりたい、勝ちたい、趣味

自分のしたいことがしたい、将来の夢

【マズローの欲求段階説】 低次元の欲求が満たされない
と、高次元の欲求はわいて来ない。
自己実現欲求は無限に広がり、これが生き甲斐にもなる。

←

高
い
次
元

低
い
次
元→

自己実現欲求
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母性的環境

失敗しても
大丈夫



「愛の鞭ゼロ作戦」
子育ての５つのポイント

• 子育てに体罰や暴言を使わない
• 子どもが親に恐怖を持つとSOSを伝えられない
• 爆発寸前のイライラを
クールダウン

• 親自身がSOSを出そう
• 子どもの気持ちと行動を
分けて考え、育ちを応援

2017年作成



「体罰等によらない子育てのために
～みんなで育児を支える社会に～」

こども家庭庁サイトから啓発ツールを
ダウンロードして使えます！

2020年
3月作成



「たたかれていい子どもなんて、
いないんだよ。」 2021年作成



『どう乗り越える?小学生の壁』
風鳴舎


